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地 代 の 正 常 な 形 態 に ついて

寺：出 道 雄

(一） 問題

(^絶対地代と地代の正常な形態

(1)プルジョワ的士地国有論と絶対地代

(2)未H f地の士地所有の論証

日独占地代と地代の正常な形態

H 間 題

『資本論j 第三部，第45章で展開されたマルクスの 

絶対地代論は，およそ次のような内容のものである。

「商品の価値にたいするその商品の生産価格の割合 

は，ただ，その商品を生産する資本の不変部分にたい 

する可変部分の割合だけによって，すなわちその商品 

を生産する資本の有機的構成だけによって，規定され 

ている。もしあろ生産部面の資本の構成が社会的平均 

資本の構成よりも低いならぱ……その生産物の価値は 

その生産価格よりも高くなけれぱならないoJ 

その場合， r資本がある外的な力にぶつかり，この 

力を資本が部分的にしか克服できないかまたは全然克 

服できないで，この力が特殊な生産部面での資本の投 

下を制限して，た だ ,，.‘…剰余価値の平均利潤への一 

般的な平均化を全部的または部分的に排除するような 

条件のもとでしか，この 5̂1；下を許さないならぱ，明ら 

かに，このような生産部面では商品の生座伽格を越え 

る商品価値の超過分によって超過利潤が生まれ，この 

超過利潤は地代に転化させられて地代として利潤にた 

いして独立化されることができるであろう。ところが，

資本が士地に投下される場合には，このような外的な 

力および制限として，土地所有が資本f c , または土地 

所有者が資本まに，相対するのである。J

I■士地の単なる法# 上の所有は，所有者のために地 

代を生みだしはしない。しかし，それは，’，‘‘•，その土 

地の経済的利用が所有者のためにある超過分をあげる 

ことを経濟的諸関係が許すまでは，自分の士地を利用 

させないという力を，所有者に与える。J 『そこで，需 

要が新しい土地の開塑，つまりこれまで耕作されてい 

た土地よりも豊度の低い土地の開懇を耍求する場合を 

仮定すれば，士地所有者は，士地生産物の市場価格が 

十分に高くなってこの土地での投資が借地農業者のた 

めに生産価格を償うようになり，したがってまた通常 

の利潤をあげるようになったからとて，これらの地所 

を無料で貸すであろうか？ けっしてそうはしないで 

あろう。投資は土地所有者のために地代を生まなけれ 

ぱならない。彼は，彼への借地料の支払ができるよう 

になったとき，はじめて賃貸しするのである。だから， 

市場価格は，生産価格を越えて/> + はで上がり，土地 

所有者への地代の支払ができるようになっていなけれ
<4 )

ぱならない。j

この場合は， [土地所有はこの価格上昇の創造的原 

因である。 土地所有そのものが地代を生んだのであ 

4 1 ? そして，その[地代が価値と生産倾格との差額 

の全体に等しいか，それともただこの差額の大なり小 

なりの一部分だけに參しいかということは，まったく 

ただ，需要にたい' f る供給の状態、と新たに耕作される

J i n  ) K. Ma r x ,  D a s  Kapital, III, M a n e ニEngels Werke, B d  25, Dietz Verlag, 1964, S. 767, 邦訳，マルクス 

エンゲルス全集刊行委員会訳f資本論』第2£分冊，.大月書店，1968印•，p. 974。

( 2 ) 同上，S. 770, p. 978, ' '

( 3 ) 同上，S. 765, p. 972„

( 4 ) 同上，S‘ 765〜766, P. 972〜973。 ，

( 5 ) 同上，S. 763, P. 970。
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地域の広さとにかかっているであろう

r 資本主義的生産の行なわれているある一定の国，

たとえぱィギリスで，農業資本の構成が社会的平均資

本の構成よりも低いかどうかは，ただ統評的にのみ決

定できるPp3題で、あって,これに詳しく立ち入ることは

われわれの目的にとっては余計なことである。とにか

く，理論的に確実なことは，ただこの前提のもとでの

み農業生産物の価値はその生産価格よりも高くありう

るということであるo j 「この仮定が成立しなくなると
( 8 )

ころでは，これに対応する地代形態もなくなる。J 

以上のように，マルクスによると，農業部門におけ 

る資本の有機的構成が社会的平均構成よりも低いこと 

に基礎をおいて，農産物の価値がその生産価格よりも 

高いこと，土地所有の力がその価値と生産価格の差の 

一部あるいは全部を地代に転化させることに絶-対地代 

の根拠がもとめられるのであった。

しかし，このようなマルクスの絶対地代論には，大 

内力，日高普両氏の指摘するように，問題があるとい 

わなけれぱならないだろう。

すなわち，商品のfiin値にたいするその生産価格の割 

合は，いうまでもなく，単に資本の有機的構成によっ 

てのみ決定されるものではない。 それは， 剰余価値 

率を一•定としても，資本の回転期間-•一可恋資本の回 

転期間— ■によっても左右されるのである。そして， 

回転の問題を考慮した場合にお、て，農業における資 

本の有機的構成が平均以下であると思われるのと同様 

に，資本の回転期間は平均以上であると思われるので 

あり，その雨者を総合したものとして，農産物の価値 

力' ; , ' 生産価格を上回るものであるということは，理論 

的にも歴史的にも不可避のものとして主張することは
、 （9 )

できないであろう。地代の存在が栽物地にも，本来の 

農業にも限定されないとはいえ，地代論の展開は穀物 

地地代を対象として行なわれるものであり，何よりも 

穀物J i l i地代における絶対地代の不可避性が論賊されな 

けれぱならないのであるが，々ルクス的な絶対地代論 

によっては，そのような論証は不可能なものとなるの

である。

, , 産物の価値が生ま価格よりも高いかどうかは，理 

論的にも歴史的にも擴走しえないものである以上，そ 

のような条件を絶対.地代の成立にとっで必要な条件と 

することはできない。絶対地代の本質は，土地所有の 

力によって，農産物の市場価格が化産価格以上に5 1き 

上げられるという点に蒋在するのであって，この，土 

地所有のT fJ場価格を引き上げる力の上限を画するもの 

は，価値にではなく，既耕地の追加投資の生産性の水 

準にこそ，存在するので^

もちろん，マルクスも廣産物の価値が生産価格を上 

回るという仮定のもとで，士地所有の力によるホ‘場胸 

格の？ fき上げが価値を上0 るという可能性をみとめて 

いる。 しかし，マルクスによると， そこで存在する 

地代は独占地代であり， 絶対地代ではなかっ>こ。 す 

なわち， r地代力';独占価格を生み出すのは， 土地所有 

が未耕地での無地代0 投資に制限を加える結果として 

穀物がをの生産fi®格よりも高く売られるだけではなく 

その価値よりも高く売られるような場合のことであろ 

ぅ
しかしながら，地代論の展開は，生産価格論の展開

を媒介としておこなわれるものである。そこでは価値

法則は，市場価格の変動の中心が生産価格によって与

えられるとい '.う形で貫徹しているのであって，価値そ .

のものには直接的には市場価格を規定する力は何ら存

在しないのである。そして，そうであるなら，土地所

有の力による市場価格の生産価格以上への引き上げは ,

士地所有という外的な力，資本にとって外的な力によ

る資本の運動に対する制約を意味するのであり，価腊

が地代形態を絶対地代から独占地代へと転化させるく

ぎりとなる根扼は,何ら存在しないといわなければな

らないだろう。土地所有の力によって，農商物の市場

価格が生産価格を上回るということ自体が，それ自身

としての価値法則■— 資本の自由な運動一一■に対する 
• •, • (13)

' ゆかみにはかならないのである。

ところで, 以上のように，絶対地代をもたらす市場

注（6 ) 同上，S. 770, p. 978。
( 7 ) 同 上 ，&  7 6 8 , P. 9 7 6 。

( 8 ) 同 上 ， S. 7 6 9 , P. 9 7 6 。

( 9 ) 大 内 力 『 地 代 と 士 地 所 有 』 來 京 大 学 出 版 会 ， 1 9 5 8 年 ， p . 1 8 5 〜 1 9 2 。 日 高 性 r地 代 論 班 究 一 :|1 ぶ版 一 』 時 潮 社 ， 1 9 7 4 年 ，

P. 331〜 335 mL
(1 0 ) 大 内 r地 代 と 土 地 所 有 』 P . 1 9 5 〜 1 9 7 。 日 高 『地 代 論 研 究 JI P. 3 8 2 〜 3 9 S 参 照 。 と り わ け ， 絶 対 地 代 の 上 限 を 画 す る も  

の と し て の よ り 労 等 な 耕 地 の 問 題 に つ い て は 後 者 を 参 Mo.

( 1 1 ) K ‘ M arx, Das Kapital, III, S, 784, p.
( 1 2 ) 大 内 『 地 代 と 士 地 所 有 』 P . 1 9 2 〜 1 9 7 。 Iか J 『 地 代 論 5 /f如 P. 3 4 5 - 3 5 1 参 照 。
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価格水準が施値を超過するものでありえ，また，その 

土地所有の力による市場価格の引き上げが，それ自身 

としての価値法则に対するゆがみであるとするなら， 

絶対地代はいかにして地代の正常な形態たりラるので 

あろう力、。 ルクスは地代の正常な形■について次の 

ように述ぺている。

「この絶対的な，生産価格を越える価値の超過分か 

ら生ずる地代は，ただ，農業剰余価値の一部分でしか 

なく，この剰余価値の地代への転化，土地所有者によ 

るそれの横取りでしかないのであって，ちょうど，差 

額地代が一^般的媒制的生産価格のもとで，超過利潤の 

地代への転化，土地所有によろそれめ横取りから生ず 

るのと同じことである。地代のこの雨形熊は唯一の正 

常な形態である。この両形態のほかには，地代はただ 

.本来の独占価格にもとづいていることがありうるだけ 

で，この独価格は，商品の生産価格によって規定さ 

れるのでも"価値によって規定されるのでもなく，買い 

手の欲望と支払能力とによって規定されているのであ 

って，その考察は，市場価格の現卖の運動を研究する 

競♦ 論に属するものである。J

ここでマルクスは，差額地代と絶対地代は農業部門 

で生産された剰余価値をその源とするゆえに地代の 

I E 常な形態であり，独占地代は農業部門以外で生産さ 

れた剰余価値を源泉とするゆえに，地代の正常な形態 

たりえないとしているのである。しかし，そもそも差 

額地代が「消費者として見た社会が土地生産物のため 

に過多にま仏ことを根拠とする以上，その源泉を 

農業部門で生産ざれた剰余価値にのみ求めることはで 

きないといわなければならないだろう。絶対地代の上 

限が価値によって画されるものであることが仮に論誰 

されうるものであったとしても，その源泉を農業部門 

で生産された剰余価値にのみ求めることはセきないの 

である。そして，それを別としても，絶対地代の上限を 

画するものが価値ではない以上，絶対地代の源束を農

業部門で生摩こされた剰余価値に限定するととはできな 

い し 逆に独占地代をもたらす独占価格は必ずしも価 

値以上の市場価格を前提とはしないのであり，独占地 

代:の源束を農業部門以外で生産された剰余価値に限定 

することもできないのである。地代の源泉という場合， 

それは一般に社会全体の剰余価値の一部とする以外に 

ないのであり, 地代の源泉の所在によって地代の正常 

な形態と正常でない形態を区別することはできない。

絶対地代の上限としての価値というくぎりが否定さ 

れる以上， 絶対地代はなにゆえに地代の正常な形態、 

—— 地代論において必然性をもって展開される地代形 

M -一一たりうるの力、，また，をの場合，独占地代はな 

にゆえに地代の正常な? ^ 態たりえないかが）あらため 

て明らかにされなけれぱならないだろう。

絶対地代と地代の正常な形態

(1)プルジョワ的土地国有論と絶対地代

絶対地代が何ゆえに地代の正常な形態たりうるのか， 

という問題を解決するためには，絶対地代を資本制社 

会k おいて不可避のものとする事情は何であるのか， 

という問題が解決される必要があるといえるだろう。 

なぜならば，その二つの問題ぱ，相互'に密接な関連を 

もった存在に他なちないのモあり，後者を解決するV  

と力';,前者に対する回答を与えるための必要な条件と 

なると思われるからである。

大内氏のこの問題に対する解答は I■資本の運動法則 

自体が土地の秘的所有を必然的につくりださずにはお 

か ご 、J のであり， r差額地代においては，資本の運 

励の桌として措定された士地所有が，絶対地代にお 

いては資本の運-励の前提として措定されるとい う，い 

わぱ地代論の論理構造のなかにおける土地所有の位置 

の転換… . の必然性がとかれるならば，絶対地代の必 

然性を論証しうるJ というものであった。このような

注（13) K. M arx, Das Kapital, III, S. 972, p. 980〜981。
( 1 4 ) 同上, S. 674, p. 853。
( 1 5 ) 自然的に制限された生産条件©差與の拡大を意味する，より劣等:な耕地の耕作圓内への導入という事情は，単に短期 

的な需要のifi大への対応を意味するのではなく，リカードの地代論にも明確なように，資本蓄粮の進展，人口の増大と 

いう次元においての需要の增大への対応を意味するものであった。そのような次元においては，資本によって自ぬにな

しうる生座条件の差與は，そのような差晃そのものを生みだすホ情でもあるところの，特別剩杂価値をめざす競部* -
新生遊条仲の轉及，旧生? 条ゆの挑除—— によって均等化していくものであった。 自然的に制限された生条件の差異 

を基礎とする超過利潤—— 達額地代一一"を，資本によって由由になレうるIk産条件の差與を基礎とする超過利潤一 - 
特別剩金価値一 と同一の次元のものとすることはできないのである。

( 1 6 ) 大内 r地代と;1：地所有』P. 22し
( 1 7 ) 同上* P . 167。 .

—— 130 (2^0) — ~-



同上，p. 217„
同上，p. 213。
同上，p. 2I3~215„
ドil上，p. 2ほ〜216o 
同上，p. 217〜218。
高 『地代論班う\!』P. 435。
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地代の正常な形態について

主張は , 大内氏の場合，かくして措定される土地所有 

は, すことえプルジョヮ的土地国有に形態変化されても， 

絶対地代を J■資本家社会では不可;§8/ のものとすると 

いう見解と結びついているのであり，そのような見解 

自身は，プルジg ヴ的土地国有論の通説的理解に対す 

る以下のような疑間を前提とするものであった。大内 

氏は次の二つの疑問をあげる。

「第一には，士地国有が突現したぱあい，絶対地代 

がなくなるために.は，国は限界地をつねに無償:で货さ 

なければならないであろう。その場合優良地について 

は ‘ •，‘ ‘ ‘地代をとらなけれぱならないのだから，国は優 

良地限界地かをあらかじあ半 Ij別して贷出さなけれぱ 

ならないことになる。それだけでも資本主義社会では 

とうていなしえないことj である。さらにr限界地にも 

条件いかんによっては差額地代が生ずることは，マル 

クス自身もみとめているとおりである。そして，差額 

地代は土地国有の条件のもとでもどうしても徴収され 

なけれぱならない … 。だが，同じく眼界地が贷し出 

されるぱあい, あるぱあいにを地代をとり，あるぱあ 

いには地代をとらないといった区別がどうして国に可 

能であろう力、。そのばあい，もしすベての条件が固定 

して動かないものならぱ，まだしも可能性はある。す 

なわち，® はまず土地を貸し出すときは無償で赞し，も 

し超過利潤が生じたら，あとからそれを地代として徵 

収するということによってである。だが，じつは限界 

地の地代は傻良地における追加投資によって，絶対地 

代から差額地代へ，差額地代から絶対地代へというふ

うに, た免ず変うるものである。  こうした変化

ほたえずおこなわれるのだから，国が差額地代と絶対 

地代をみわけることなどとうていできないのである。

 また■ が限界地からも地代をとれぱ,’それはぱあ

いによっては，絶对地代を国が徵収していることにな 

るのでぁ( I I I

[■第二の疑間はより基本的な間題である。それは， 

土地国有によって絶対地代がなくなるためには，H が 

さ し あ た り .すべての土地を，…無償で貸し出さな 

けれぱならないこと上述のごとくであるとするならぱ， 

資本主-義の基本的な存立条件たる直接生座者の土地か

らの分離という事実が\^、かにしてたもたれるかという 

点である。."…ところですべての土地がもし無償で 

し出されるというととになれぱ，それはさしあだ I； 

士地所有のないことであり，だれでも，いやしくも未 

塾地がのとっているかぎりは，自由にそれを耕作しう 

るということであろう。そうなれぱ，可耕地がすべて 

占有されつくしてしまうまでは，資本主義は成立しえ 

ない，あるいはすくなくとも資本の蓄積は重大な障碍 

にぶつからざるをえないということになるであろう。 

… … むしろ資本主義は，たとえ土地® 有を IKS現しても,  

すべての土地は，無償では利用しえないということ， 

いいかえれば限界地にもかならず地代を徴収するとい 

うことをかならず実現しなけれぱならないであ'ろ) うo j 

とこでは優等地と劣等‘地との，また最劣等地におけ 

る差額地代と絶对地代との-判別不可能性,さらに直接 

生産者と士地との分離の必要性から，プルジ g ヮ的土 

地国有のもとでの絶対地代の不可避性が主張されてい 

るのである。 r土地国有になれば絶対地代は消減する 

とぱけっていえない。むしろそういう土地所有の形 

態如何にかかわらず，絶対地代もまた資本家社会では 

不可避のものなのである。そして，土地国有になって 

も，それがいぜんとしてなくなりえないものとすれぱ， 

そもそも土地W 有ということg i体が，経済学的にいえ 

ぱ，たんに名目であり，士地私有と本質的には差異が 

ないということになるであろう。J 

大内氏の主張するように, 土地国有であると，私的 

所有であるとを間わず，土地所有の形態如何にかかわ 

らず，資本制社会では絶対地代は不可避のものなので 

あろう力、0

しかし，以上のような大内氏の主張に対しでは，次 

のような日高氏の批判があてはまるものであろう。

すなわち，大内氏の第一の疑問に対レては， r 資本 

主義的方法とは土地を借りようとする資本の競ホが地 

代を払うか否か，仏うとすれぱどのくらいだ、うかを自 

動的にきめるものでなくてはならないであろう。こら 

いう方法は国がただ土地をヨリ高く贷そうとするだけ 

でたやすくおこないうるのであるから，务級を『あち 

かじめ判別J Iすることなど必要ないのヤあ' る) o j ネこで

ご'::.r.ベrA一;- サ ゆ !wrふ， 聊 ri ゆ^
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は，国との借地契約に際しての，諸資本の土地を耕作 

しようとする競争自:t が，優等地と劣等地とを結来的 

に判別することになるのである。 さらに， [最劣參地 

の地代が善御塊代から絶対地代に移行することは，最 

劣等地そのものの移動を前提とする。ある等級の最劣 

等地の地代が絶対地代から差額地代になり，更にもう 

一段下の等級の土地が最劣等地となってその地代がま 

た絶対地代から差額地代になるというように動くので 

ある。 うだとしたら r条件が圓定していて動か 

ないもの』としないでも，新しく動t作される士地につ 

いては『土地を貸し出すときは償で資し，もし超過 

利潤が生じたら，あとからそれを地代として徴収する 

ということによって』士地圍有の運営が可能になるで 

ぁろぅ。J .

そして，大内氏の第二の疑問に対しては，「労働力 

が価値どおりに売られるならぱ，すこと、、土地がタダで 

炒作できたとしても農民となるわけにはいくまい。な 

ぜなら新しく農民になるためには土地のはか農業に必 

要を産手段と少なくとも最初の収積期までの生活资 

料が必要となる。価値どおりに労働力を売る労働者が 

どうしてそれらのもの，或いはそれを手にいれるに足
(25)

りる資金を得ることができるであろうか。J I■かりに土 

地がタダだとしてもそれを産業的に利用できるのは資 

本家だけだと考えなければならないであろう。」

以上のように，理論的に想定されたプルジa ヮ的土 

地国有のもとでは，絶対地代は不可避であるとはいえ 

ないのである。そこでは，差額地代はその取得者が土 . 

地所存者階級から国家に移行するものの存綺するのに 

対し，絶対地代は消失するのであった。しかも，ここ 

やは，プルジョワ的土地国有のもとで絶対地代が消失 

するということは，社会階級としての土地所有者階級 

が消失するということの地代論の次元における理論的 

表現として重要なのであって，資本家階級にとっての 

土地国有の主要な利益は，絶対地代の消失そのものの 

みにあるのではない点が住目されなけれぱならないだ 

ろう。プルジg ヮ的土地国有のもとでも差額地代は存 

綺するのであり, それによって消央する絶对地代が,本 

来既耕地の迫加投资の生産性の水準によって上限を画 

されることにより， な面積当りでは少額のものであ 

る以上，地代総額中のより大きな部分は存続していく 

ことになるのである。絶対地代の消失による取位生産

物当り農産物価格の低下は少額のものなのである。し 

かし，そこでは,土地所有の人格化としての土地所有者 

は, 社会階級としての土地所有者階級から，国家とし 

ての資本家階級へ移行するのである。このことは，土 

地が私的に所有される場合，社会の総剰余価値からの 

控除としての地代は，土地所有者の私的な所得となる 

のに対し，プルジョワ的士地国有のもとではそれは租 

税として国家の収入となるのであり，結果として資本 

家階級にとって，地代総額から従来も地代からま狂、わ 

れた狙说を除、、た，士地所有者が私的に享受していた 

部分だけ，国家が安上がりになるということであった。 

資本家階級にとって土地f f l有の利益は，単に絶対地代 

の消失にあるのではなく，地代が■有されるというこ 

とに存在したのである。仮にプルジョワ的土地国有の 

もとで絶対地代が存統するとしたところで，土地国有 

は I"たんに名目であり，土地私有と本質的には差異が 

ないJ ということはできないのである。プルジョワ的 

土地国有とは，社会階級としての土地所有者階級の消 

失，地代の国有ということであったのであり，そのよ 

うなものとして絶対地代も消失するのである。

もちろん，資本制社会において，プルジョヮ的土地 

国有を実現することは不可能である。私的所有の保護 

' 者としての国家が，私的士地所有を廃止する根拠は何 

もないのである。そして，そもそもプルジ3 ワ的士地 

国有論が，国家の存在☆前提しなけれぱならないもの 

である以上，それは地代論の次元の外の問題であり， 

地代論の展開にお'^、てふれる必耍のないものであろう。 

しかし，仮に絶対地代がそれ自身としての価値法則の 

貫徹そのものから生みだされるものであるとするなら， 

それは価値法則の貫徹した社会としての資本制社会が 

存続する限り不可避のものであるはずである。絶対地 

代が差額地代とは異なり，.それ自身としての価値法則 

の貫撤に対するゆがみに根拠を有するということが,  

たとえ地代論の次元の外においてではあるとはいえ， 

資本制生遊そのものを前提としながら，絶対地代の消 

失を理論的に想定しえるものとするのである。

したがって，資本制社会における絶对地代の不可避 

性の論証は，私的土地所有としての土地所有の根拠が 

明らかにされることによってのみ示されるものである 

ということができるだろう。

注( 2 4 ) 同上，p. 435o
( 2 5 ) 同上，p. 441。
( 2 6 ) 同上，p. 444o
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注( 2 7 ) 大内『地代と土地所有』p. 221〜p. 222。 ；

( 2 8 ) 同上，P‘ 223〜224。 .
(29) K. M arx, Das Kapital, I ; Mane ニ Engels W erke, Bel 23, Dietz Verlagi 1962, S. 760〜7 6 1 ,邦訳，マルク 

スニエンゲルス全傷I俯 g 員会訳『資本論』ダに分冊 , 大月書;あ 1968年, p. 959«
( 3 0 ) 同上，S. 770, p. 969。

( 3 1 ) 絶対地代に関しても，市場( i 格を引き上げる力をもった末耕地の土地所-イm , 決して絶対地代をえられないという 

■ r土地所有の力のパラドクスj ( R 高 f地代論班究』P . 417〜4 2 1 參照）は，その《を示すものであ;6。
(32) K. M arx, Das Kapital, III, a  630 p. 796。 .
( 3 3 ) 同上，S. 631, p. l!o% '
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(2)未耕地の土地所有の論証

その場合，プルジg ヮ的土地国有論の理解において 

大内氏を批制する日高氏自身も，資本制社会における 

士地所有の論証は，基本的に，次のような大内氏の主 

張によるものであった。 -

1■資本ほはんら、競争をつうじて利潤率を平均化さ 

せずにはおかないものである。したがって農業のよう 

f c ,.恒常的に超過利潤が生ぜざるをえない条件のもと 

では，それが個々の資本家のポケットに流入しないで ,  

第三者に引渡されるという機構が必然的にできざるを 

とすぐ、とぃうこと，‘'.‘，が強調されなけれぱならないの 

である。」 「『資本論』の よ V に原理的に間題を展開す 

るぱあいには，士地所有についても，をれをたんに歴 

史的に与えられたものとして前提するわけにはゆかな 

い。むしろ論理的には士地所有のないところから出発 

し，地代が展開されるなかで,それの成立の必然性が 

論証されなけれぱならないということこれである。そ 

してそれが果されないと，じつは歴史的にみたぱあい 

にも，近代的土地所有の根拠は説明しえないことにな 

せいぜい歴史的事実の叙述におわってしまうので 

あるo j

もちろん，ここで，資本の運動法則そめものが土地 

所有を論誕するというとき，それは土地所有の歴史的 

起源が資本め運動法則そのものによって与えられると 

いうことではない。資本制生まの歴史的前提をなす本 

源的蓄積過程，直接生産者と生産手段とを分離する過 

程において，賞労働を創出する'基礎となったものは農 

民からの土地収奪だったのであり，それは，その対極 

に，土地所有の「封翅的所有や氏族的所からの形 ’ 

態変化を内包するものおったのである。資本は,商人 

資本や高利貸資本としては土地所有の変?在なしに，自 

己を展開していくことができるのであるが，産業資本 

としてはそれはできない。直接生産者と生産手段の分 

離は士地所有の変'革によってのみ達成することができ 

るのであり，資本はそのことによって， 1-3ら質労働を 

対極に見出すところの産業資本に転化するのである。

資本 ‘ 食労働関係は,その歴史的前提として士地所有 

のま本を内包してぃるのである。

しかし，土地所有が資本.貧労働関係の創出過程そ 

のものによって変本されるというとき，そのようにし 

て形成された土地所有は，文字通り士地収想の結果形 

成されたものとして，それ自身としてはi | iに地球の一 

定部分に対する独占を示すのみにすぎなぃ,ぃわぱ経 

済的に無である土地所有であることが注目されなけれ 

ぱならなぃだろう。 I■農村民の収奪はま接にはただ大 

きな土地所有をつくりだすだけJ なのであって,それ 

は，それ自身として直接生産者へのま:配と結びっぃて 

ぃた封建的土地所有とは異なり，自らのカ能そのもの 

によって自6 を経濟的に庚現することはできないので 

ある。それは，資本が自己を資本白身の活動領域とし 

て見出すときにのみ，経済的に意味をもったものとな 

るのである。資本制社会におぃて r土地所有者にとっ 

て土地が表わしているものは，彼が彼のま沾によって 

産業資本家すなわち借地農業者から披収する"-定の貨 

幣租税以外のなにものでもなくなるJ のであり， rそ 

の純粋に経済的な形態を受け取る」のであるとするな 

ら，資本の運動法則そのものが，士地所有を資本家的 

土地所有として板拠づけるのである。

この点を地代I I の論理的展開に即して表現するなら， 

それは,地代論の展開は土地所有のないところから出 

発するのであり, その展開によって既耕地に'おける土 

地所有一̂一•資本家的土地所有■— 一が論証されるとぃう 

ことである。そのような展開によってのみ，土地所有 

者陪級が論理的に資本制社会の三大階級の一つをなす 

ことが論課されるのであり，まを:，土地生産物の市場 

価格を調整するものが，最劣等地，なぃしは最劣等投 

資の生価格水準であるとぃう，差額地代論に必要な 

前提が確保されるのである。

し力、し，ここでは，そのような差額地代論の展開に 

よる土地所有—— 資本家的士地所有' ~ - の論証は，け 

っして未耕地の士地所有の論証にはおよぱないもので 

あるとぃわなけれぱならなぃだろう。商品から始まる
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論理によつて士地所有が論証されるということは r論

理的に捨象されていたものが，論理の展開によって，
(3り

その存立の振拠が与えられるJ ということであり，資

結果也じたものである。こうして耕池の一片を所翁す 

れぱ，i t !に所有することだけで社会の剰余個i値の一部 

を与えられるのであるから，耕地ぱかりでなく餅地に

本が士地を自己の活動f f i域として見出すならぱ，資本 

の運励法則そのものが恒常的に，最劣等地以上の土地， 

ないし最劣等投資以上の投資に超過利潤を成立させる 

というとと，その超過利潤が資本の利潤率を海等化し 

ようとする運動によって，資本の外部に排出されざる 

をえないということであった。それは，いいかえるな 

らぱ，超過利潤の® 常的な成立を墓礎として,土地は 

商品として所有される根抛を獲得するのであり，資本 

の運動法則は,自己に適合した士地所有形態としての 

資本家的土地所有を根拠づけずにおかないということ 

が論証されるということである。地代論の展開が士地 

の商品化の論理をその内部に含むのはその点を示すも 

のであるといえるだろう。

他方，絶対地代論において問題とされる士地所有， 

土地生産物の市場俩格を生産価格以上にひきあげる力 

を有する土地所有は，V 、まだ資本が自己の活動領域と 

して見出しえない未耕地の土地所有であった。本来， 

価値をもたない土地が商品として所有されうるという 

ことは，士地が価格をもつということ，士地価格の基 

準が与えられるということを根拠とするものであるが， 

未耕地にはいまだ超過利潤は存在しないのであり，そ 

の商品化を論理的に展開することはできないのでをる。 

日高氏によれぱ I■差額地代第一形態の成立によって優 

參地を蔽った土地所有は，.第二形態、によって全耕地に 

広がつ たが，このことは利潤率均等化僧C向が賞かれる

なりうるJ I ■込みをもった土地も，必然的に所有の対象
<35)

とならざるをえない。: ) しかし, ここで，新たに耕作圏

内に導-入されるより劣等-な耕地が社会の剰余価値の一 

部を与えられることの根拠は,未耕地における土地所 

有の存在を前提とした絶対地代によってのみ与えられ 

るのであって, 既耕地における土地所有の根拠が明ら 

かにされることをもってしては , . 未耕地に’おける土地 

所有の根拠!そのものは与えられないのである。たしか 

に，最劣等地にも差額地代が生じることは，大內氏も

指摘するように，「耕作が必然的に地代を創造するこ
(36)

とを期待せしめるj であろうが， より劣等な耕地にお

いて，そういった [ 期待」が •■必然的J であるのは， 

未耕地である，より劣等な耕地における土地所有を前 

提とすることによってのみ論証しうる絶対地代によっ

てなのであり，そうした「期待J 自身をもって r より劣
(37)

等な未耕地にも，土地所有を発生せしめる根抛をなす」

とすることはできないということである。商品から始 

まる論理によって論証される土地所有は，資本が 1̂ 1己 

の活動の領域として兄出した既耕地の土地所有，資本 

の作り出す土地所有形態としての資本家的士地所有な 

のであって，資本，賃労働関係の創出の前提としての 

み与えられろ土地所有 , i 地が質労働者にも，資本家 

にも属さないという資本制生産の歴史的前提によって

のみ与えられる未耕地の土地所有は，そのような論理
(38)

によっては論証されないのである。

日高S■地代論研究』P. 479。
日高普『全訂経済原論』時潮社1974年，p. 169。
大内『地代と土地所有i 1).170。
同上，p. 170。
とこでは，服史的に三分制を確立していったような，兆型的な本源的蓄積の様相が想定されているということである。

なお, . マルクス力’、r土地所有が資本の速物であるJ (K- M ai'x, Grundrisse der K ritik  der Politischen Okon- 
omie, Dietz Verlag, 1962, S. 187 ,邦訳，高木幸ニ郎監訳r経济学批判要綱i l 第二分冊，大月書店，1959年，p. 198) 
というとき，それはニIBの意プど，すなわちrその本性からしても，また鹿史的にも，資本は，近代的士地所有の創造 

者，地代の別造みJ (同上S . 187, p. 1 9 7 )であるというととを意味していた。

しかし，资本が鹿史的に，近代的土地所有の例造者であるという場合，それは商人資本，高利贷資木による，旧来の 

土地所有に对する解体的作j n をいっているのであり，そのような，本源的蓄積過程で創出される士地所有は，直接生! ^  

者と肯定めにも—— 自由な小土'地所有，氏族的所お等 —々— ，森定的にも'一 一 結合されていない 

土地所お，そのような紘合の破坡の站果として-̂ /‘えられる士地所おである。たしかに，そのような土地所有も，法的外 

被としては，ほlU な私め: l i地所有として，近代的土地所有権の対象として現われるであろう。し力、し，そのような「自 

然にたいする非生産者の純粋な私的所私土地の填なる所ゴ律ll (K . M arx, Das Kapital, ffl, S. 647, p. 8 1 9 )とし 

ての土地所相は, 前述のように，それIH身としては経济的にぶげぶのであった。± 地所有が経済的に意味をもった所有•~ ■ 

木来の意I朱での所-お—— たりうるためには, すな;]^ち，一定の所有形態とレての資本家的士地所有として根拠づけられ 

るには，そのような本源fがポ積過殺において例出された货労働を対極に兄出した，資本の週励が必要とされるのである。
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この点に関しては，来耕地の士地所有の力による，

生産物の市場価 ; ^ の引き上げが，4 b産伽格による価格 

規定，それ自身としての価値法则の貫傲に対するゆが 

みであったことが想起されなければならないだろう。

差額地代に転化する超過利潤が,市場調整的生ま価格 

の形成そのもの，資本の運動法則をのものの展開から 

生みたされるものである— - まさに，このような事情 

こそが，差額地代を地代の正常な形態とするのである 

—— のに対して，絶対地代の源泉となる超過利潤は，

資本の自由な運動に対する制約を粮拠としていた の で  

あった。商品かち始まる論理そのものからは，そのよ 

うな生産価格による価格規定をゆがめるもの，それ自 

身としての価値法則をゆがめるものはでてこ な いとい 

えるであろう。

絶対•地代の存在が，それ自身としての価値法則の貫 

徹，すなわち，生産 ftiii格による市場価格の調整に対す 

るゆがみであるということは，旣おト地における士地所 

有の論誰と，未耕地における土地所有の前提との間に，

「地代論の論理構造のなかにおける土地所有の位置の 

転換」に存在ずる論理の進行の切断点をポすものであ 

るといえるだろう。

廣耕地の土地所有が商品から始まさ論理によって很 

拠づけられることか，未耕地における土地所有(T>資本 

に対する働きかけの根拋をなすのであり，既朝:地にお 

ける土地所有の論証が未耕地における土地所有の導\

のための前提となるのであるとはいえ，そのことは未 

耕地における土地所有の根抛そのものを与えるものと 

はなりえないのである。未耕地の土地所有は，ただ歴 

史的事実によってのみ，すなわち，同じく商品から始 

まる論理によってはぞの存在が論証されず，歴史的事 

実によってのみ输理に登場しうるものとしての賞労働 

の創出に対応するものとして与えられるのである。

絶文ホ地代の存在そのものは，朱耕地の土地所有の力 

による，生産価格による市場施格の調整に対するゆが 

みを息味するものであった。. しかし，他方において，

、ニクぐこ ? いては，商人資本，高利資資本として現われる「資本の作用は，土地所有の古い形態の分解としても现 
J ； . a rそ，G r u n d r i s s e ,  S . 187, p. 1 9 7 )という事情，すなわち，物象化された世界としての資本制社会そ 

の^ をぉI jり出すif命理としての，本源的蓄積をもって始まる論理と，座-業資本としての資本が地代を，[資本とは特有 

の形でI2L洲された価値または富の形態を措定せざるをえないJ ( 同上，g . 187, P ‘ 1 9 7 )という糊，すなわち，完成さ- 

れた物象化された世界における論现としての， 商'品から始まる論理とが，地代論の領域では，末分化のままに把握され

本稿では，資本の繊)倾域としてJ L 山された土地所有を，その実现形態としての地代ないし地伽が，価-値法則 

にされて現われるととろの，土地所有の近代的諸形態一般と区別して，资本家的土地所有とよぶ。

注( 39) 前述のように，- ，たびi t接生座:f招と尘産手段とが分離されるなら，資.金をも/こないものが土地を所有.耕作すること 

はできないのである。しかし，ここでは，そのような直接生座老と坐産手段の分離そP ものが問題なのである。

* 135 ィ5)---

資本•賞労働関係の創出による価値法則の全社会めな 

貫傲は，朱耕地を含め，士地が「{ j .接律.産者には属さな 

いというとと，直 接 生者が，耕地のみでなく，森林 

* 牧地參々として現われる共同地，荒像地等‘，•一切の 

土地から切りはな( I れているということを前提 . 墓礎 

としていたのである。そのような事情こそが，すなわ 

ち，未耕地においても土地所有の存在が，資本制を産 

の前提をなすという事情が，資本制社会において絶対 

地代を不可避のものとするのである。

もちろん，ここで，資本は，いまだ資本の活動領域 

として見出されない土地所有，いまだ資本に包振され 

ない土地所有による，生廣価格による伽格竊定に対す 

るゆがみを, 無条件でゆるすものではけしてない。絶 

対地代の上限が，旣耕地o p追加投資の生産価格水準に 

よぅて画されるものであること，差額地代第一形態と 

ともに現われる絶対地代が， 差額地代第二形熊（最劣 

等地に生じる差額地代）に転化することを通じて，未耕 

地の土地所有の力は資本の運動法則のもとに包摄され 

るのである。 •

絶対地代は，いわば，資本が，自己の歴お的前提で 

あると同時に，自S にとって疏遠な存在でもある未耕 

地の土地所有を，自己の運動に包摂するための代償だ 

ったのであり，，未耕地の土地所有を，資本家的土地所 

有として根拠づけていく過程における価値法則の貫徹 

を示すものであった。

未耕地の土地所有の力も，资本の運動法則から r：ti 

ではありえないのであり，絶对地代が，.価値法則の世 

界としての原理的な世界の.一環としての地代論にお\^、 

て，地代の正常な形態でありうる根拠も，そこにあゥ . 

たのである。

日独占地代と地代の正常な形態

絶対地代が地代の正常な形態たりうるのは，それが 

農業部門における剰杂価値を源束とするからではなく，
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資本が，未耕地の土地所有を自己の運勘に包极してい 

く過殺での価値法則の貫徹を示すものだったからなの 

である。

それでは,そのように絶対地代が地代の正常な形態 

たりうるとき, 独占地代もまた，地代の正常な形態た 

りうるのだろう力、。以上の点は，独占地代形成の論理 

そのものに立入って棱討されなけれは’ ならないだろう。 

マルクスは独占地代を次のように規定する。

「ここで区別しなけれぱならないのは,地代にはか 

かわりなく生産物または士地そのものの独占価格が存 

在するので地代が独占価格から流出するのか,それと 

も，地代が存在するから生産物が独占価格で売られる 

，のか，ということである。われわれが独占価格と言.う 

のは，一*般に次のような価格の .ことである。すなわち， 

生産物の一般的生産伽格によって規定される価格f c も 

生産物の倾値によって規定される価格にもかかわりな 

く，ただ買<；、手の購買欲と-支'仏能力だけによって規定 

されている価格のことである。まったく特別な品質の 

萄，一般に比較的少量しか生産されなV 、葡萄を生 

する葡ま山は，独占価格を生む。この独占価格が生産 

物の価値を越える超過分はただ上流の葡韵酒愛飲家の 

ぎや嗜好だけによって規走されているのであるが，葡 

萄栽培者はこの独占価格によって大きな超過利潤を実 

瑰するであろう。ここでは独占価格から流出するこの 

超過利潤は，地代に転化して地代という形で土地所有 

者の手にはいるのであるが，それは，地球のなかでも 

特別な性質をそなえたこの部分にたいする被の所有権 

によるものである。だから，との場合には独占価格が 

地代を生み出すのである。これとは反対に地代が独占 

価格を生み出すのは，土地所有が未耕地での無地代の 

投資に制服を加える結来として穀物がその生産価格よ 

りも高く売られるだけではなくその価値よりも高く売
(40)

られるような場合のことであろう。J 

ここでプルクスは，独古地代を 1■地代が独占価格か 

ら流出J する場合と f■地代が存在するから生ま物が独 

占価格で売られる場合_ 1 に区別しているのである。し 

カル，後者を独占地代とよぶことができないことは前 

述の通りである。たとえ士地生産物の市場価格がその 

価徹をこえたとしても，その価格上界が士地所有の力

によるものであるかぎり，それは絶対地代なのであD ,  

地代の正常な形熊なのである。したがって問題は，そ 

のような形態から区別されろ r地代が独占価格から流 

出丄する場合， r本来の独占価格J にもとづく地代が， 

地代の正常な形態たりうるかとぃうことである。

その場合,'絶対地代が独占地代から区別されうるの

は， •■一方は土地所有者の外的な力，最劣等地もタダ

では資本家に貸さなぃことから生ずるのであり，他方

はタダで借りようがその土地を利用してできる生産物
C41)

が競争から解放されて売られるととから生ずるJ とぃ 

う点にあるものであった。ここでほ，譜資本の士塊を 

借りうけようとする競争は十全に存在するのであり， 

そのことが超過利潤の地代への転化を条件づけるので 

あるが，そのような土地における生産物自身は，競争 

から完全に解放されるのセある。

しかし，逆に，士地所有の市場価格をつりあげる力 

が作用せず，しかも市場価格が真ぃ手の欲望と支仏能 

力によってのみ決定されたとしても，そこに存在する 

地代が必ずしも独占地代でなぃことはぃうまでもなぃ。

そのような場合として次のような場合が考えられる 

であろう。すなわち，より劣等な耕地の耕作圏内への 

導入によって，当該の生ま物の追加供給は可能である 

カンそのような資本投下の生産性が低下し，その生ま 

価格水準が，従来の買ぃ手の欲望と支払能力によって 

のみ決定された市場価格を上回るため追加供給が現実 

には行なわれず，価格が相変わらず従来の水準にとど 

まる場合である。この場合,たしかに土地所有は辕極 

的に市場価格をひきあげていなぃ。しかし，ここで作 

用する論理は過渡的差額地代の論理であって，独占地 

代とは区別されなければならなぃ。たとえ，より劣等 

な耕地の生産性がぃかに低下しようと，より劣学な耕 

地の耕作圏内への導入によって追加供給を行なう余地 

が存在する限り，そこに存在するのは過渡的差額地代 

なのであって，それを本来の独占地代とよぶことはで 

きなぃのである。本来の独占地代を特質づけるものは， 

もはやどのような形でもI # 作[ i i の拡大によって迫加供 

給を行なうことは不可能であるどぃう事態なのであ 

る。

そのような条件のもとで,次のような場合にも価格

注(40) K. M arx, Das Kapital, III, S. 7ゆ〜78もp. 994。なお，木来の独占値格は，生産価格以上ではあるものの，必ず 

しも価値以上になるとはいえない。この;̂ えに閲しては，日高r地代論研'力;J p‘ 3 5 6参照。 、

( 4 1 ) 日 『地 研 梵 J P. 357。

( 4 2 ) ととで，より̂ ^等な耕地の耕作による迫加供給がおこなわれた姑果として低下した1|湖 » ^ が，その生産価格を下回 

ると考えても同じである。この点は，後述の庇耕地における迫加役資にIM1しても同様である。

—— 136 {246) -~ ■
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は相変わらず買い手の欲望と支払能力によってのみ決 

定されるであろう。すなわち，既動け也における追加投 

資によって , 当該の生産物の迫加供給が可能であるが， 

そのような資本投下の生産性が低下し，その生産制格 

水準が従来の市場価格水準を上回り，追加供給が現実 

には行なわれない場合である。しかし，この場合も， 

そこに存在する地代は過渡的差額地代であり，独占地 

代とは区別されなければならないのである。

このように考えてくるなら，本来の独占地代を特質 

づける事態は，もはや当該の生産物を生産しえる耕地 

がすべて® されつくした条件のもとで，旣耕地の追 

加投資の生産性が単に週減するのみではなく，追加投 

資によっても生産物の絶対量を増大させることができ 

.ないということだったのである。独占地代は，優等地 

における追加投資と，より劣等‘ なD W k の耕作圏内への 

導入という，土地所有の力による市場価格のひきあげ 

を制限する事情が，もはや消失したときに生まれる地 

代形態であるのであり，その時は，逆に，土地所有者 

による市場価格のつりあげを許す条件—— 未耕地の土 

地所有の力—— そのものも失われ，価格はただ買い手 

の欲望と支仏能力によってのみ決定されるのである。

そこでは，価 値 ，価格機構は，自然的な生産条件の有 

限性によって，生量の調整機能を消失させられるの 

である。独 也 代 は ，自然的に制限された生産条沖が 

剰余価値の分配におよぼす作用を対象とする地代論が， 

その極限において生みだす諭理であるといえるだろう。

この点は，地代形態の転化の過種における独占地代 

の特殊な位置をみることによっても明らかである。よ 

り労等な耕地の® I f P 圏内への導入がぐり退される過殺 

において，差額地代第一形態とともに現われる絶対地 

代は , 差額地代第二形態 ( 最劣等地に生じる差額地代）

と相互に転化する形で出現するものであった。し力、し， 

ひとたび地代形態として独 ,5 地代が出現するなら,そ 

こでは地代形態の転化はいきづまりに達するのであり， 

他の地代形態への転化はもはや不可能なのである。

もちろん，本来の独占価格に基礎をおく独占地代が 

形成された場合にも，資本は追加供給をめざしで努力
(43) ,

をつづけるであろう。そこで, 技術改善によって，当 

該の生産物の追加供絡が可能となるなら，独占地代は 

差飲(池代に転化するのである。この時,現実に新生産

方法を導入する資本は，自己の追加供給の後の新たな 

市場価^道で少なくとも自己の生産侧格を廣えなけれぱ 

ならない。そして，その新生; ^ 方法での生産が普及し,  

需要の変動に対応して供給量を調盤しうる範P I内にお 

いて，市場価格はその生産伽格を変動の中心として調 

整されることになるのである。

このような独占地代から差額地代への転化は，その 

商者の地代败態がともに■, ニ■定の価格をi i j岛として成. 

i t するものであることに根拠をおいているのである。 

そして，従来の独占地代が差額地代に転化する場合， 

市場価格は , 技術改善による新生ぎ方法が開発.導入 

されなかった場合にi t ベて低下しているのであるから， 

社会全体の剰余価値からの按除としての地代额も,そ 

の場合に比べX 低下しているのである。そこでは，追 

加供絵をめざす個別資本の努力が，地代額の下に帰 

結するのである。 ’

しかし，地代論の理は，それ自身としては技術改 

まの捨象のうえに展開されるものであったにもかかわ 

らず，以上のように，独占地代からの地代形態の転化 

は，技術改善，資本の力による生産力の増大を前提し 

なけれぱならないのである。 ，

このようr 考えてくるなら，地代の論理の極限とし 

ての独占地代が,地代論の展開がそれによって行なわ 

た4て き た 「近代の資本主義的に発展した諸国民の主要 

食料」としての小麦生産における穀物地地代において 

は想定し克ないのであることは明らかであろう。も 

し，穀物地地代において独占地代が成立するなら，そ 

れは一一地代論のそれ身としての展開においては捨 

象されるべき技術改卷を前提としない眼り—— 敷物の 

迫加供給はもはや不可能であるということである。そ 

して，そうであるとするなら，一人当り穀物消費を 

定とすれば，社会の人口は增大するととはできない。

たとえ資本蓄積の進展につれて資本の有機的構成が高 

度化するにせよ，準純ぽ生産をこえる資本の蓄積，掀 

大?？生産のためには追加労働力が必要である以上，そ 

こでは拡大T i f生産は不可能である。資本制社会の富は 

極服に達するのである。このような事態を，資本蓄積 

の進展を前提としてのみ展開されてきた原理的な世界 

で想定することはできないだろう。

独占地代が地代の正常な形態たりえないのは，その

注( 4 3 ) 技術改善によって生じる，経過的な超過利ip jの取得が，その刺激を与えるのである。

( 4 4 ) 新たな市場価格力;新生産方法による生産価格を撒b ず，現突に迫加供給が行なわれなくとも，地形態そのものは過 

渡的差額地代に艇化する。 ■

(4 5 )  K .  M a r x ,  D a s  K a p i t a l ,  I I I ,  S . 628, p . 794„ '  .
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独占価格が価値をこえるため，その取り扱いが競傘論 

の領域におかれるからではない。それは，価値 •価格 

機構による生産量の調聘がもはや不可能となったとこ 

ろに成立する地代形態として,価値法則の世界として 

の地代論においては想定しえないという意味で，地代 

の正常な形態たりえないのであった。

独占地代が，現 実 に は 「まったく特殊な品質の葡 

萄ゎその価格に対する支仏能力が，「上流の葡萄酒愛 

飲家の富や嗜好だけによって規定」されるような商晶， 

, しゃし品の镇城において形成されうるものであっても， 

その領域に関する限り伽値法則はもはや實做しえてい
(46)

ないのである。

絶対地代の上限としての伽値というくぎりを前提と 

して，地代の源泉力ま農業部門内で生産された剰余価値

である力、否かをもって* 地代を正常な形態と正常で、な 

い形態とにわかつことができないのは前述の通りであ 

る。しかし，' 禅代の正常な形態の基準をそのような点 

求める視角に内包されていた論点は，.当該の地代形 

態が，価値法則の貫徹された世界としての原1 1的な世 

界の一環である；ilk代論こおいて，必然性をもって展開 

しうるか否かによって，地代のI E 常な形態と正常でな 

い形態を区分するという論点だったゆであり，そのよ 

うな論点において，差額地代および絶対地代は地代の 

正常な形態たりうるのであり，独占地代は地代の正常 

な形態たりえないのであった。

(経済学部助手）

注〔4(3)' リカードの価値論におけるこの[!!]題の取り扱いは，この点を明確に示している。なお，資本が人為的に供給を制服す 

ることによゥて独占価格が生みだされるのであるなら，そこでは資本の独占— 技術等み~ ■が問題なのであり，超過 

利潤が地代に転化する根拠はないし，土地所存が人為的に供給を制限するなら，そこでは地代が"独占価格"を生んだ 

めであって，独占価格が地代を 1̂̂んだのではない0 
( 4 7 ) '現代的独tS資本のもとでの独占価格の場合，—— 独占地代をもたらす广5)然的独dT価格の場合と提なり—— ，少な'くと 

も既存の生産施格水準で追加供給を行なうことが技術的に可能であるという事情を根拠として，独diは競争を5̂ 全に挑 

除することはできないのであり，その独占は，一定の阪界り巾におかれるのである。既ぜ企業. 潜在的参人企業の顕在 

的 . 潜在的M争により，爾要の増大顔向を前提しても，独^̂ 価格は生; !̂制格からのカ、い離をー方的に增大していくこと 

はできないのである。現代的独占制格の# 在のもとで，価値法則がゆがめられながらもW儉していると主張しえるのは， 

そこにおける独占が競ホを完全には排除できないこと，独lii価格が生産価格として現われる仙i値から完全には自rおであ 

りえないことによるのである。そこでは，ホ場施格の生産侧格からの力、い離の一力的大は，その限界が-^義的にはキ 

えられないとはいえ，何らかの形での供給側の対ルfeによって掛どめをかけられるのである。現代的独占侧格は，資本に 

よる人為的な供給制限にもとづくものとして，独占地代を生み111す独占価格‘とは明確に区分される。
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